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箕 面 市 立 保 育 所

自家用電気工作物保安管理業務
委託仕様書
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箕面市立保育所自家用電気工作物保安管理業務仕様書

１．所在地

・桜ヶ丘保育所 （箕面市桜ヶ丘３－１２－５） （設備容量 70KVA）
・萱野保育所 （箕面市萱野１－１９－３０） （設備容量105KVA）
・稲保育所 （箕面市船場西１－１１－９） （設備容量 80KVA）

・東保育所 （箕面市粟生外院５－２－１） （設備容量 105KVA）

２．業務期間

契約書と同じ。

ただし稲保育所は、平成３１年度以降に民営化を予定しており、民営化

を実施する年度より委託業務対象外とし、甲と乙が協議し、契約金額の

見直しを行うものとする。

３．一般事項

１）本委託は、契約書、本仕様書及び現場説明事項に基づき発注者の指示に従い

施行すること。

２）本委託に関する法令、条例、諸規則等は、これを遵守すると共に関係各官庁

の定める規定に基づき施行すること。

３）本仕様書は本委託の基本的内容について定めたものであり、記載されていな

い事項であっても、当然必要であると判断されるものについては、受注者の責

任において施行すること。

４）受注者及び業務関係者は、発注者の管理上の諸規定及び指示に従うこと。

５）本委託施行にあたっては、労働安全衛生法及びその他関係諸法令を遵守して

安全作業を行い、労務災害等の発生がないよう努めること。

６）実施にあたっては、電気主任技術者の選任を含むものとする。ただし、電気

専業保安法人への再委託も可とし、この場合、電気主任技術者の選任は必要な

い。

７）本委託施行にあたり疑義が生じた場合は、そのつど発注者と協議し、その指

示に従うこと。

４．業務内容

（１）甲が乙に委託する定例受託検査業務は、電気主任技術者の業務を含む。その

内容は、甲の自家用電気工作物の保安の為の点検、測定及び試験に係る業務

であって、その細目は別紙１のとおりとする。

（２）点検頻度は月次点検を２ヶ月に１回、年次点検を１年に１回実施すること。

（３）年次点検のうち､３年に１回は精密点検を実施すること。








